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第１章 施設の目的及び運営方針 

 

 

（事業の目的） 

第１条 社会医療法人 同心会が行う通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師、理学療法

士、看護職員又は介護職員が、要介護状態（介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援

状態）にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーシ

ョン）を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指す。 

２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一 名 称  西条中央病院 

二 所在地  愛媛県西条市朔日市804番地 

 

 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

一 管理者   ・管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二 管理者代行 ・理学療法士  （常勤） １名 

管理者代行・理学療法士は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、

自らも利用者のリハビリテーション目標計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容

等について説明し、利用者又は家族の同意を得て介護の提供に当たるものとする。 

 三 医師      （常勤） ２名 

四 理学療法士、看護職員等 

理学療法士    ２名（常勤） リハビリテーションの目標、計画、介護提供 

看護職員     ２名（常勤）  介護提供、看護観察、運動指導 

介護職員     ８名（常勤）  介護提供 

   事務職員     １名（非常勤） 事務作業 

 

 

 

 



 

 - 2 - 

第３章 営業日及び営業時間 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、社会医療法人同心会の就業規則に準ずるものとする。 

一 営業日   次の日を除く日とする。 

日曜日、国民の祝日、年末年始（12月30日から1月3日まで） 

     盆（8月16日）、地方祭（10月16日） 

二 営業時間  午前8時15分から午後5時00分までとする。 

 

 

第４章 利用定員 

 

（利用定員） 

第６条 通所リハビリテーションの利用定員は、１日２単位４０名とする。 

  ２ 1日に指定介護予防通所リハビリテーションのサービスを提供する利用定員

数は、４０人より指定通所リハビリテーションの利用者数を差し引いた数とす

る。  

 

 

第５章 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の 

内容及び利用料その他の費用の額 

 

（指定介護予防通所リハビリテーションの内容） 

第７条 指定介護予防通所リハビリテーションは、医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

等リハビリスタッフによって作成される介護予防通所リハビリテーション計画及びリハビ

リテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビ

リテーションを行う。 

  ２ 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、入浴介助を実施する。 

  ３ 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、食事を提供する。 

  ４ 介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。 

 ５ 指定介護予防通所リハビリテーションは、医学的管理のもとで要支援者・要介護者に対す

る心身の機能回復のため、医師等の従業者が共同して作成した、介護予防通所リハビリテー

ション計画に基づき、下記（１）を目的とし、（２）の訓練等を行う。 

（１） 目的 

① ＡＤＬの低下防止 

② ＱＯＬの維持・向上 

③ ねたきり防止 

④ 社会性の維持・向上 

⑤ 精神状態の改善 

⑥ その他、利用者の状態の改善 
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（２） 訓練等 

① 治療用ゲーム、手工芸用具を使った趣味的訓練 

② 日常生活動作に関する訓練 

③ 自助具適用・使用訓練 

④ 運動療法 

⑤ 物理療法 

⑥ 歩行訓練、基本的動作訓練 

  ６ 運動器機能訓練を行うにあたっては、医師等の従業者が共同して、利用者ごとに介護予防

通所リハビリテーション実施計画書を作成し、これに基づき、医師又は医師の指示を受けた

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護師が運動器機能向上サービスを行うと

ともに、運動器の機能を定期的に記録する。 

 

（利用料） 

第８条 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の

額（月単位）とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利

用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（平成１２年２月１０日厚生労働省告示第１９号）によるものとする。 

※厚生労働大臣が定める基準（＝介護報酬告示）は、事業所の見やすい場所に掲示する。 

２ 第９条に規定した通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーションに要

した送迎費については、以下の額を徴収する。 

  ・実施地域を超えてから片道概ね５㎞未満       一回につき    ５００円 

  ・実施地域を超えてから片道概ね５㎞以上10㎞未満   一回につき  １,０００円 

  ・実施地域を超えてから片道概ね10㎞以上       一回につき  ２,０００円 

 

３ その他の料金 

①食 費 昼食料(おやつ料含む) ￥７８０ 利用者のみ 

②おやつ費 おやつのみ ￥１３０ 利用者のみ 

③日用品 
おむつ（大） １枚 ￥ ８０ 使用者のみ 

おむつ（小） １枚 ￥ ３０ 使用者のみ 

４ その他、手芸・工作や日常生活で係わる費用の徴収が必要となった場合は、その都度利用

者又はその家族に説明し同意を得たものに限り実費を徴収する。 

５ 利用者の希望によって上記２～４の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して

事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受ける。 

 

（通常の事業の実施区域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、旧西条市・壬生川・周布・小松・多賀・吉井・新居浜市大生院 

小学校校区とする。 

通常の事業の実施区域外に居住している場合の利用者は、送迎費として片道につき「5

章第 8 条 2」に規定した額を徴収する場合がある。 
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（サービス利用にあたっての留意事項） 

第10条 介護予防通所リハビリテーションのサービス利用者は、体調が悪いときは事前に申し出る

こと。 

また、次の行為をしてはならない。 

一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

二 けんか、口論、飲酒など他の利用者に迷惑を及ぼすこと。 

三 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

四 指定した場所以外で火気を用いること。 

五 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれらを持ち出すこと。 

 

 

第６章 緊急時非常災害対応 

 

（緊急時非常災害等における対応方法） 

第11条 介護予防通所リハビリテーション実施中に利用者の病状急変、その他緊急事態が生じたと

きは、必要に応じて、臨時応急の手当を行うとともに速やかに主治医に連絡し、適切な処置を

行う。 

又、消防法施行規則3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基

づき、また、消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

（１） 防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所管理者代行を当てる。 

（２） 始業時・終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行う。 

（３） 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。 

（４） 非常災害設備は常に有効に保持するよう努める。 

（５） 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消

防隊を編成し、任務の遂行にあたる。 

（６） 防火管理者は、従業者に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）･･･ 年１回以上 

② 利用者を含めた総合訓練･････････････････････ 年１回以上 

③ 非常災害設備の使用方法の徹底･･･････････････ 随時 

   （７） 防災管理者は、従業者に対して防災教育、防災訓練を実施する。 

① 防災教育及び基本訓練（通報・避難）･････････ 年１回以上 

② 非常災害設備の使用方法の徹底･･･････････････ 随時 

（８）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

 

第７章 その他の留意事項 

 

（研修） 

第12条 介護予防通所リハビリテーションは、理学療法士、看護職員、介護職員の質的向上を図る

ための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。 

一 採用時研修  採用後１カ月以内 

二 継続研修   年２回 
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（秘密保持等） 

第13条 従業者は正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らすことのな

いよう秘密を保持すべき旨を雇用契約の内容とする。 

② 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべく旨を、従業者との雇用契約の内容

とする。別紙秘密保持等の同意を文書で交付する。 

 

（掲示） 

第14条 施設の見やすい場所に、運営規定の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他サービ

スの選択に関する重要事項を掲示する。 

 

（記録の整備） 

第15条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

② 介護予防通所リハビリテーションの利用者に対する介護予防通所リハビリテーションの提

供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第16条 介護予防通所リハビリテーションサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに

利用者の家族および市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

  ② 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行う。 

③ 介護予防通所リハビリテーションサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行うこととする。 

 

（その他） 

第17条 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会医療法人同心会 西条中央病院

と指定介護予防通所リハビリテーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。 
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  附則 この規程は、平成１３年 ５月 １日から施行する。 

  附則 この規程は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成１６年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

  附則 この規程は、平成１７年１０月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

  附則 この規程は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成２３年 ５月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成２５年 ４月２１日から施行する。 

附則 この規程は、平成２５年 ９月２１日から施行する。 

附則 この規程は、平成２５年１１月２１日から施行する。 

附則 この規程は、平成２６年 ５月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成２６年１０月２１日から施行する。 

附則 この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成２７年 ８月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成２８年 １月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成３０年 ６月 １日から施行する。 

附則 この規程は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、令和 １年１０月 ９日から施行する。 

附則 この規程は、令和 １年１２月２１日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ３年 ６月２１日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ４年１２月 １日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ５年 ８月 １日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ５年１０月 １日から施行する。 

附則 この規程は、令和 ６年 ７月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 


